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※犯罪被害遺児と交通遺児で提出物、提出先が異なります。ご注意ください※ 

 

令和７年度岐阜県犯罪被害遺児激励金支給事業について 

 

届出に必要な書類（対象者→くらし人権課） 

 

(a) 新規対象者  … 令和７年度に新たに激励金の支給を受けようとされる方 

① 犯罪被害遺児届出書 

（「岐阜県犯罪被害遺児激励金支給要綱」に定める別紙様式１（以下「別紙様式１」という。）） 

② 犯罪被害等給付金支給裁定通知書の写し又は仮給付支給決定通知書の写し（遺族給付金に係る 

もの） 

③ 在学証明書（原本） 

犯罪被害遺児の方が、令和７年度に高等学校、高等専門学校、特別支援学校（高等部に限る。） 

及び専修学校（高等課程）に入学又は在学されている場合は、４月の入学以降、速やかに提出し 

てください。 

④ 口座振込依頼書兼債権者登録（変更）票 

（「岐阜県犯罪被害遺児激励金支給要綱」に定める別紙様式２（以下「別紙様式２」という。）） 

     激励金が振り込まれる届出者（保護者）名義の口座を、県で登録するための様式です。 

記載内容の誤りから激励金の振込不能とならないように、金融機関における確認印を受けていた 

だくか、届出者（保護者）の預金通帳の写し（口座名義と口座番号が確認できるところのみ）を 

添付してください。 

 届け出後は、激励金が振り込まれるまで届け出た口座を解約しないようお願いします。 

 

 

 

(b) 継続対象者 … 前年度から引き続いて激励金の支給を受けようとされる方 
 

①  在学証明書 

犯罪被害遺児の方が、令和７年度に高等学校、高等専門学校及び特別支援学校（高等部に 

限る。）に入学または転入される場合に提出してください。 

② 口座振込依頼書兼債権者登録（変更）票（別紙様式２） 

激励金が振り込まれる口座を変更される場合に提出してください。 
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令和７年度 岐阜県交通遺児激励金支給事業対象者について 

届出に必要な書類（対象者 → 道路河川課） 

(１) 新規対象者 … 令和７年度に新たに支給を受けようとする者 

① 交通遺児届出書（「岐阜県交通遺児激励金支給要綱」に定める別紙様式１（以下「別紙様式１」と

いう。））  

② 口座振込依頼書兼債権者登録（変更）票（「岐阜県交通遺児激励金支給要綱」に定める別紙様式２

（以下「別紙様式２」という。））  

     …届出者（保護者）名義の口座を記載  

③ 遺児の親等が交通事故により死亡した事実（死亡年月日）が確認または証明できるもの  

      ＜例＞・死亡診断書等（写し可）  

          ・新聞の切り抜き等 …氏名、日付、交通事故により死亡した事実が記載されている、新聞の 

      切り抜き等  

④ 在学証明書（原本） … 令和７年度に高等学校、高等専門学校、特別支援学校（高等部に限る。）

及び専修学校（高等課程）に入学・在学中の者  

   

(２) 継続対象者 … 令和６年度から引き続いて支給を受けようとする者  

① 口座振込依頼書兼債権者登録（変更）票（別紙様式２）… 振込口座を変更する場合  

② 在学証明書（原本） …令和７年度に高等学校、高等専門学校、特別支援学校（高等部に限る。）及

び専修学校（高等課程）に入学又は転校する者  

  

○「口座振込依頼書兼債権者登録（変更）票」の記載等について  

   届出者名義の口座を本様式にて指定するものですが、記載については別添記載例のとおりとし、

記載内容の誤りから振込不能とならないようにしてください。提出時には、記載の金融機関におい

て内容の確認を受け「金融機関の確認印」を受けていただくか、届出者（保護者）の預金通帳の写

し（口座名義と口座番号の確認できるところ）の添付をお願いします。 

  また、支給対象の間は、届出の口座を解約しないよう併せてお願いします。  

○「在学証明書」について  

  在学証明書は、４月入学後、速やかに提出してください。提出が遅れますと激励金の支給自体も 

 遅れることとなりますのでご注意ください。 

 


